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国
有
化
問
題
の
重
要
性
と
国
有
企
業
・
公
企
業
改
革
の
諸
問
題

　
第
二
次
世
界
戦
争
以
後
の
三
十
八
年
間
に
、
国
有
化
問
題
は
、
世
界
各

国
の
政
治
経
済
に
お
い
て
ま
す
ま
す
重
要
と
な
り
、
国
有
企
業
・
国
有
セ

ク
タ
ー
の
経
済
的
比
重
は
、
各
国
ご
と
の
紆
余
曲
折
を
経
な
が
ら
も
、
地

球
的
規
模
で
大
局
的
に
見
れ
ば
、
明
ら
か
に
増
大
の
一
途
を
た
ど
っ
て
い

国
有
化
間
題
の
国
際
比
較

る
。
日
本
で
は
、
敗
戦
直
後
、
公
企
業
の
比
重
が
大
き
く
低
下
し
た
の
で

あ
り
、
ま
た
、
現
在
、
第
二
次
臨
調
型
の
「
行
政
改
革
」
路
線
に
お
い
て
、

国
鉄
・
電
電
公
社
の
例
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
「
赤
字
」
「
黒
字
」
を
問
わ

ず
、
公
企
業
の
民
営
化
が
、
焦
眉
の
問
題
点
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う

な
国
は
、
む
し
ろ
例
外
的
で
あ
る
。
日
本
に
お
け
る
問
題
の
所
在
と
解
決

の
展
望
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
も
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
国
有
化
問
題

の
国
際
比
較
を
め
ぐ
っ
て
、
若
干
の
検
討
を
試
み
た
い
。

　
第
二
次
世
界
戦
争
後
、
第
一
に
、
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
、
オ
ー
ス
ト

リ
ア
な
ど
多
く
の
い
わ
ゆ
る
資
本
主
義
的
先
進
国
に
お
い
て
「
私
企
業
の

国
有
化
」
と
公
企
業
の
新
設
・
拡
充
が
見
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
第
二
に
、

東
南
欧
か
ら
ア
ジ
ア
の
中
国
、
朝
鮮
、
ベ
ト
ナ
ム
、
さ
ら
に
は
キ
ュ
ー
バ

に
い
た
る
各
社
会
主
義
国
に
お
い
て
は
、
私
企
業
の
社
会
主
義
的
国
有
化
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国
有
化
問
題
の
国
際
比
較

と
社
会
主
義
国
有
企
業
の
新
増
設
（
ソ
連
邦
に
お
け
る
ソ
フ
ホ
ー
ズ
数
の

増
加
と
農
業
生
産
に
お
け
る
比
重
の
増
大
な
ど
も
含
む
）
が
広
く
見
ら
れ

る
。
第
三
に
、
い
わ
る
発
展
途
上
国
に
お
い
て
も
国
有
部
門
の
拡
大
、
公

企
業
の
重
要
性
の
増
大
が
顕
著
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
世
界
史
の
大
勢
で
あ

る
。
第
－
図
を
熟
視
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
原
図
で
は
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト

順
で
あ
っ
た
が
、
私
が
地
域
別
に
区
分
し
直
し
、
さ
ら
に
、
「
ソ
連
邦
な

ど
」
の
社
会
主
義
国
の
欄
と
、
ユ
ー
ゴ
ー
ス
ラ
ピ
ア
（
独
自
の
社
会
有
を

△
で
表
示
し
た
）
の
欄
を
つ
け
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
公
的
所
有
、
公
企

業
は
、
一
二
世
紀
に
は
、
さ
ら
に
重
要
な
地
位
を
占
め
、
よ
り
大
き
な
役

割
を
果
た
す
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
国
有
化
な
い
し
国
有
は
「
万
能
薬
」
で
は
な
い
。
広
義
の
国

有
企
業
に
は
、
資
本
主
義
公
企
業
と
社
会
主
義
公
企
業
と
い
う
範
疇
を
異

に
す
る
国
有
企
業
が
含
ま
れ
る
が
、
一
九
八
O
年
代
の
現
在
の
特
徴
的
な

動
向
は
、
資
本
主
義
諸
国
に
お
い
て
も
、
社
会
主
義
諸
国
に
お
い
て
も
、

国
有
企
業
の
改
革
な
い
し
再
編
成
が
、
き
わ
め
て
重
要
な
政
治
的
・
経
済

的
課
題
と
さ
れ
、
新
し
い
局
面
を
迎
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、

そ
の
内
容
は
、
各
国
ご
と
に
異
な
っ
て
い
る
。
日
本
に
つ
い
て
は
周
知
の

と
お
り
で
あ
り
、
サ
ッ
チ
ャ
ー
保
守
党
政
権
下
の
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る

「
黒
字
」
国
有
企
業
の
私
企
業
化
な
い
し
公
私
混
合
企
業
化
政
策
と
共
通

の
側
面
（
電
電
公
社
の
場
合
な
ど
）
と
、
「
赤
字
」
国
有
企
業
の
私
企
業

化
・
民
営
化
と
い
う
独
自
の
側
面
（
国
鉄
の
場
合
な
ど
）
が
注
目
さ
れ

第1図　各国産業部門別の公的所有の割合
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国　　　名 郵便
電信
電話

電力 ガス 石油 石炭 鉄道 航空
自動車

産業
鉄鋼 造船

イ　ギ　リ　ス ● ● ● ● ○ ● ● ● Q ● ●

フ　ラ　ン　ス ● ● ● ● nりa． ● ● o ○ ● ○

イ　タ　リ　ア ● ● ● ● nりa． n．a． ● ● ○ ● ●

西　ド　イ　ツ ● ● ○ 0 G ① ● ● G O ○

オーストリア ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● n。a。

ベル　ギー ● ● G ㊤ B。a． O ● ● ○ 0 ○

オ　ラ　ン　ダ ● ● o ● n。a。 n．a． ● ● Q G O
ス　　イ　　ス ● ● ● ● 馳．ag n．a． ● 0 ○ O n．ag

スウェーデン ● ● ① ● n。a． 聡。a。 ● Q ○ ● ●

ス　ペ　イ　ン ● ① ○ ● n．ag ① ● ● ○ 0 ●

日　　　　本 ● ● ○ O n。a。 ○ ● o ○ ○ ○

韓　　　　国 ● ● ● O n．a． o ● O ○ ● O
イ　　ン　　ド ● ● ● ● ● ● ● ● ○ o ●

米　　　　国 ● O o O O ○ G事 ○ ○ O O
カ　　ナ　　ダ ● ㊤ ● ○ O ○ o ● ○ O ○

メ　キ　シ　コ ● ● ● ● ● ● ● o o ● ●

ブ　ラ　ジ　ル ● ● ● ● ● ● ● o ○ o ○

オーストラリア ● ● ● ● ○ ○ ● ● ○ O n．a．

ソ連邦など ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ユーゴースラビア △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △

る
。
サ
ッ
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ャ
ー
型
路
線
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、

ミ
ッ
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のソ連邦など●●●●●●●●●●●
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　またはほとんど。（宰）コンレイル（Conr謡）を含む。

ス　　　　　　　　　　　．　（出所）　丁加，Eooηo煽錫1978年12月30日号，39ぺ一ジによる。



に
お
け
る
「
黒
字
」
企
業
を
含
む
重
要
な
諸
私
企
業
（
金
融
機
関
と
パ
リ

バ
、
ス
エ
ズ
の
持
株
会
社
を
も
含
む
）
な
い
し
公
私
混
合
企
業
の
国
有
化

路
線
と
は
、
ま
っ
た
く
対
照
的
で
あ
る
。
国
有
企
業
・
公
的
所
有
の
比
重

が
き
わ
め
て
高
い
イ
タ
リ
ア
で
は
、
公
企
業
の
私
企
業
化
も
、
私
企
業
の

国
有
化
も
、
と
も
に
現
在
の
主
要
問
題
で
は
な
い
の
で
あ
り
、
既
存
の
公

企
業
の
「
下
か
ら
の
改
革
」
が
最
大
の
問
題
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
ソ

連
邦
、
東
南
欧
諸
国
、
中
国
な
ど
に
お
け
る
経
済
改
革
が
、
社
会
主
義
国

有
企
業
の
効
率
性
上
昇
を
大
き
な
目
的
の
一
つ
と
し
て
い
る
こ
と
も
、
広

く
知
ら
れ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。
国
有
企
業
な
い
し
公
企
業
の
国
際
比

較
の
立
場
と
方
法
お
よ
び
「
改
革
」
・
再
編
成
の
現
状
に
つ
い
て
は
、
儀

我
編
『
公
企
業
の
国
際
比
較
』
（
青
木
書
店
、
一
九
八
二
年
五
月
）
に
お

い
て
、
英
、
仏
、
伊
、
日
、
印
、
ソ
連
、
中
国
の
七
国
を
対
象
に
比
較
検

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
レ

討
し
た
の
で
、
こ
こ
で
は
く
り
返
さ
な
い
。

　
国
有
化
の
主
体
、
目
的
、
範
囲
、
方
法
、
形
態
な
ど
に
つ
い
て
は
、
い

わ
ゆ
る
資
本
主
義
的
先
進
国
、
発
展
途
上
国
、
社
会
主
義
国
の
そ
れ
ぞ
れ

に
つ
い
て
、
複
数
の
国
を
比
較
検
討
す
る
こ
と
が
有
意
義
で
あ
る
。
し
か

も
、
そ
の
さ
い
に
、
レ
ー
ニ
ソ
『
帝
国
主
義
論
ノ
ー
ト
』
の
周
知
の
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
　
ロ

な
各
国
の
国
際
的
連
関
図
を
想
起
し
、
現
在
の
一
六
〇
国
を
超
え
る
各
国

の
国
際
的
地
位
と
相
互
関
係
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
国
際
比
較
を
進
め

る
こ
と
が
、
有
効
か
つ
有
意
性
を
も
つ
と
考
え
ら
れ
る
。

　
一
九
世
紀
の
最
先
進
資
本
主
義
国
イ
ギ
リ
ス
は
、
「
自
由
競
争
・
自
由

国
有
化
問
題
の
国
際
比
較

貿
易
」
の
旗
印
の
も
と
に
、
広
大
な
植
民
地
帝
国
主
義
を
形
成
し
た
。
つ

づ
く
フ
ラ
ソ
ス
は
、
高
利
貸
帝
国
主
義
と
よ
ぽ
れ
る
国
際
的
収
奪
網
を
形

成
し
た
。
両
国
と
も
、
本
国
内
に
お
け
る
独
占
、
金
融
資
本
の
生
成
確
立

過
程
は
、
む
し
ろ
緩
慢
で
あ
り
、
独
占
的
産
業
資
本
と
独
占
的
銀
行
資
本

と
の
融
合
癒
着
関
係
も
相
対
的
に
弱
い
面
を
残
し
て
き
た
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
ド
イ
ツ
、
米
国
で
は
、
保
護
貿
易
政
策
の
も
と
で
早

激
な
私
的
独
占
体
の
形
成
が
い
ち
じ
る
し
く
、
米
国
で
は
シ
ャ
ー
マ
ソ
法

（
一
八
九
〇
年
）
い
ら
い
の
い
わ
ゆ
る
独
占
禁
止
法
が
、
米
国
の
独
占
体

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

の
よ
り
高
次
の
独
占
形
態
へ
の
移
行
を
促
進
し
て
き
た
。
し
か
し
、
ド
イ

ツ
、
米
国
と
も
、
私
企
業
の
国
有
化
な
い
し
相
対
的
に
巨
大
な
い
し
独
占

的
な
国
有
企
業
の
設
立
に
よ
っ
て
、
イ
ギ
リ
ス
に
追
い
つ
き
追
い
こ
す
路

線
を
と
る
必
要
に
せ
ま
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
と
く
に
米
国
が
、
現

在
に
い
た
る
ま
で
「
自
由
競
争
の
私
企
業
体
制
」
を
金
科
玉
条
と
し
得
た

根
拠
は
、
こ
の
歴
史
的
特
徴
に
求
め
ら
れ
る
。

　
さ
ら
に
後
進
的
で
あ
っ
た
目
本
は
、
強
制
さ
れ
た
「
自
由
貿
易
」
を
余

儀
な
く
さ
れ
、
周
知
の
条
約
改
正
運
動
が
必
要
と
さ
れ
た
。
そ
の
日
本
は

先
進
資
本
主
義
国
に
追
い
つ
き
、
対
抗
す
る
必
要
か
ら
も
、
「
官
業
と
財

閥
の
国
」
で
あ
り
、
官
営
模
範
工
場
、
陸
海
軍
工
廠
、
官
営
八
幡
製
鉄
所

（
一
九
〇
一
年
操
業
開
始
）
、
た
ば
こ
専
売
法
施
行
（
一
九
〇
四
年
）
、
，
鉄

道
国
有
化
（
一
九
〇
六
ー
七
年
）
な
ど
、
国
有
企
業
の
形
成
に
お
い
て
は
、

国
際
的
に
み
て
「
先
進
的
」
で
あ
っ
た
。
も
と
よ
り
、
短
絡
的
・
機
械
的

八
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国
有
化
問
題
の
国
際
比
較

な
類
推
は
許
さ
れ
な
い
し
、
W
・
W
・
目
ス
ト
ウ
型
の
「
発
展
段
階
論
」

の
非
科
学
性
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
今
日
の
発
展
途
上
国
に
お
け
る
国
有

企
業
の
重
要
な
地
位
を
検
討
す
る
さ
い
に
、
明
治
以
来
敗
戦
ま
で
の
日
本

が
一
つ
の
参
考
と
は
な
り
得
る
で
あ
ろ
う
。
日
本
の
場
合
、
朝
鮮
・
中
国

な
ど
に
対
す
る
侵
略
・
「
横
へ
の
発
展
」
に
お
い
て
、
た
と
え
ば
満
鉄
な

ど
の
公
企
業
・
公
私
混
合
企
業
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
も
注
目

さ
れ
る
。
現
在
の
日
本
私
企
業
の
「
多
国
籍
企
業
」
化
を
め
ぐ
る
諸
矛
盾

の
激
化
に
よ
っ
て
、
イ
ラ
ン
の
三
井
系
石
油
化
学
プ
巨
ジ
ェ
ク
ト
な
ど
の

「
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
化
が
見
ら
れ
る
こ
と
と
の
比
較
検
討

も
必
要
で
あ
る
。

皿

私
企
業
の
国
有
企
業
化
に
関
連
す
る
諸
問
題

　
本
稿
の
主
題
は
、
私
企
業
の
国
有
化
・
国
有
企
業
化
（
な
い
し
公
私
混

合
企
業
化
f
以
下
同
じ
）
の
問
題
で
あ
る
。

　
こ
の
問
題
と
深
く
関
連
す
る
も
の
と
し
て
、
第
一
に
、
土
地
国
有
化
の

問
題
が
注
目
さ
れ
る
。
と
く
に
、
最
初
の
社
会
主
義
国
ソ
連
邦
に
お
い
て
、

一
九
一
七
年
の
一
〇
月
革
命
直
後
に
、
土
地
国
有
化
政
策
が
、
本
格
的
に

提
起
さ
れ
実
践
に
移
さ
れ
た
こ
と
、
こ
の
政
策
に
つ
い
て
、
レ
ー
ニ
ン
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

ス
タ
ー
リ
ン
の
間
で
も
、
意
見
の
不
一
致
が
あ
っ
た
こ
と
、
他
の
大
多
数

の
社
会
主
義
国
で
は
、
土
地
国
有
化
政
策
で
は
な
く
「
土
地
を
働
ら
く
農

民
へ
」
「
耕
者
有
其
田
」
型
の
土
地
改
革
が
主
流
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
の

八
四

な
か
で
、
と
く
に
モ
ソ
ゴ
ル
人
民
共
和
国
と
キ
ュ
ー
バ
に
お
け
る
土
地
国

有
化
政
策
の
重
要
性
が
注
目
さ
れ
、
そ
の
位
置
づ
け
と
相
互
の
比
較
が
興

味
深
い
問
題
点
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
、
資
本
主
義
的
大
規
模
農
業
企
業
が

「
解
体
」
さ
れ
る
こ
と
な
し
に
「
国
有
農
業
企
業
」
に
転
化
す
る
さ
い
に

は
、
土
地
国
有
化
の
問
題
を
避
け
て
通
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
こ
と
、
石

油
な
ど
の
地
下
資
源
の
国
有
化
問
題
、
二
〇
〇
カ
イ
リ
経
済
水
域
を
め
ぐ

る
問
題
を
も
重
視
す
べ
き
こ
と
、
そ
の
他
、
土
地
・
地
下
資
源
・
領
海
さ

ら
に
は
領
空
に
い
た
る
ま
で
多
く
の
重
要
な
間
題
が
存
在
す
る
現
状
で
あ

る
。　

さ
ら
に
、
か
え
り
み
れ
ば
、
一
八
世
紀
末
の
イ
ギ
リ
ス
の
土
地
公
有
論

者
丁
・
ス
ペ
ソ
ス
、
オ
ー
グ
ル
ヴ
ィ
、
ペ
イ
ソ
、
一
九
世
紀
後
半
の
土
地

社
会
主
義
者
J
・
S
・
ミ
ル
、
H
・
ジ
・
ー
ジ
、
ウ
ォ
レ
ス
な
ど
の
よ
う

な
、
資
本
家
的
土
地
国
有
論
者
の
輩
出
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
土
地
国
有
化

が
実
現
し
な
か
っ
た
歴
史
的
背
景
も
、
あ
わ
せ
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

す
な
わ
ち
資
本
家
階
級
は
、
第
一
に
、
土
地
国
有
化
が
、
い
っ
さ
い
の
生

産
手
段
の
国
有
化
に
す
す
む
こ
と
を
恐
れ
た
こ
と
、
第
二
に
、
資
本
家
階

級
自
体
が
土
地
所
有
者
と
な
っ
た
こ
と
な
ど
に
よ
っ
て
、
土
地
国
有
化
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

実
現
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

①
土
地
国
有
化
お
よ
び
徹
底
し
た
民
主
的
土
地
改
革
は
、
②
農
業
協
同

化
お
よ
び
大
規
模
農
業
企
業
の
国
有
化
の
不
可
欠
の
前
提
条
件
と
な
る
場

合
が
多
い
が
、
右
の
①
と
②
が
、
同
時
に
実
現
す
る
場
合
（
た
と
え
ば
、



土
地
の
国
有
化
と
大
規
模
農
業
企
業
の
国
有
化
）
も
あ
り
、
逆
に
、
②
の

農
業
協
同
化
に
よ
っ
て
土
地
の
私
有
・
共
同
使
用
か
ら
共
同
所
有
に
移
行

し
、
や
が
て
土
地
国
有
に
到
達
す
る
場
合
も
あ
り
得
る
で
あ
ろ
う
。
中
国

の
「
政
社
合
一
」
の
農
村
人
民
公
社
成
立
に
い
た
る
諸
過
程
は
、
こ
の
面

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

か
ら
も
、
示
唆
に
富
ん
で
い
る
。

　
さ
ら
に
、
右
の
①
と
②
の
全
過
程
と
、
農
業
以
外
の
私
企
業
の
国
有
企

業
化
過
程
が
、
相
互
に
重
要
な
促
進
要
因
と
な
る
こ
と
は
、
社
会
主
義
諸

国
の
多
く
の
歴
史
的
経
験
の
示
す
と
お
り
で
あ
る
。

　
私
企
業
の
国
有
企
業
化
の
関
連
領
域
と
し
て
、
第
二
に
、
協
同
組
合
の

国
有
化
、
な
い
し
集
団
的
所
有
の
国
家
的
所
有
（
全
人
民
的
所
有
）
へ
の

移
行
の
問
題
が
あ
る
。
手
工
業
生
産
協
同
組
合
の
国
有
企
業
化
に
つ
い
て

は
、
一
九
五
〇
年
代
後
半
の
中
国
の
実
例
、
一
九
七
〇
年
代
初
期
の
ド
イ

　
　
　
　
　
　
　
　
マ
ロ

ツ
民
主
共
和
国
の
実
例
な
ど
が
、
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。
ソ
連
邦
に
お
け

る
コ
ル
ホ
ー
ズ
の
ソ
フ
ホ
ー
ズ
ヘ
の
改
組
も
同
様
の
変
化
で
あ
る
。

　
第
三
に
、
現
在
の
日
本
流
に
い
え
ぽ
、
「
地
方
公
営
企
業
」
の
国
有
企

業
化
の
問
題
が
あ
る
。
第
二
次
世
界
戦
争
直
後
の
ア
ト
リ
ー
労
働
党
政
権

下
の
イ
ギ
リ
ス
の
産
業
国
有
化
の
さ
い
に
見
ら
れ
た
と
お
り
で
あ
る
。
イ

ギ
リ
ス
は
、
も
と
よ
り
社
会
主
義
国
で
は
な
い
が
、
国
有
化
の
対
象
と
範

囲
を
概
観
す
る
た
め
に
有
効
と
考
え
て
、
例
示
し
た
次
第
で
あ
る
。
ち
な

み
に
、
社
会
主
義
中
国
に
お
い
て
、
日
本
で
は
「
地
方
公
営
企
業
」
と
し

て
運
営
さ
れ
て
い
る
都
市
の
水
道
事
業
が
「
地
方
国
営
企
業
」
と
さ
れ
て

国
有
化
問
題
の
国
際
比
較

き
た
実
例
も
、
国
有
化
を
め
ぐ
る
中
央
集
権
と
地
方
分
権
な
い
し
住
民
自

治
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
さ
い
に
、
注
目
を
要
す
る
と
こ
ろ
で
あ

へ
8
）る

。
さ
ら
に
さ
か
の
ぼ
れ
ば
、
イ
タ
リ
ア
的
「
都
市
国
家
」
か
ら
「
近
代

的
統
一
国
家
」
へ
の
移
行
の
さ
い
の
公
的
諸
事
業
の
変
化
の
経
緯
、
各
藩

の
藩
営
事
業
の
明
治
新
政
権
下
の
国
有
事
業
へ
の
転
化
の
経
緯
、
周
知
の

入
会
権
の
剥
奪
に
よ
る
国
有
林
野
の
拡
充
過
程
な
ど
が
、
過
去
と
現
在
の

い
わ
ゆ
る
発
展
途
上
国
の
状
況
と
の
対
比
の
面
か
ら
も
注
目
さ
れ
る
の
で

あ
る
。

　
ド
イ
ッ
民
主
共
和
国
の
成
立
（
一
九
四
九
年
一
〇
月
）
以
前
に
、
ザ
ク

セ
ン
州
で
は
一
九
四
六
年
六
月
の
住
民
投
票
の
結
果
に
も
と
づ
き
、
大
企

業
の
「
人
民
所
有
経
営
」
へ
の
転
化
が
見
ら
れ
た
。
こ
の
場
合
は
、
「
中

央
政
府
」
が
存
在
し
な
い
状
況
か
ら
、
ド
イ
ッ
民
主
共
和
国
政
府
成
立
に

い
た
る
政
治
的
変
化
の
過
程
と
、
「
人
民
所
有
経
営
」
が
、
い
わ
ば
「
地

方
公
営
な
い
し
公
有
企
業
」
か
ら
「
国
有
企
業
」
的
性
格
に
移
行
す
る
過

程
と
が
、
ど
の
よ
う
に
関
連
し
合
っ
て
進
行
し
た
か
、
興
味
深
い
問
題
点

　
　
　
　
　
　
ロ

を
含
ん
で
い
る
。

皿
　
国
有
企
業
の
範
囲
と
目
的

　
こ
こ
で
は
、
私
企
業
の
国
有
化
に
よ
る
国
有
企
業
の
成
立
と
、
国
有
企

業
の
新
設
〈
文
字
通
り
の
新
設
と
、
既
存
の
行
政
的
諸
事
業
の
国
有
企
業

へ
の
改
組
に
よ
る
「
新
設
」
と
を
含
む
〉
を
統
一
的
に
把
握
す
る
こ
と
が

八
五



国
有
化
間
題
の
国
際
比
較

有
効
と
考
え
て
、
「
国
有
化
の
範
囲
と
目
的
」
で
は
な
く
「
国
有
企
業
の

範
囲
と
目
的
」
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

　
ま
ず
、
現
時
点
で
の
主
要
諸
国
に
お
け
る
国
有
企
業
の
範
囲
は
、
前
出

の
第
1
図
に
よ
っ
て
概
観
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
の
問
題
は
、
●
印

の
部
分
が
、
①
私
企
業
（
お
よ
び
協
同
組
合
、
地
方
公
営
企
業
な
ど
）
の

国
有
化
、
②
国
有
企
業
の
新
設
の
い
ず
れ
に
よ
っ
て
成
立
し
た
か
、
あ
る

い
は
、
①
と
②
の
両
者
に
よ
っ
て
成
立
し
た
か
に
つ
い
て
、
各
国
別
・
各

部
門
別
・
各
国
有
企
業
別
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
第
二
の
問
題

は
、
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
目
的
を
明
ら
か
に
す
る
こ

と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
国
弘
員
人
氏
に
よ
れ
ば
、
公
有
公
営
事
業
の
目

的
は
、
次
の
諸
項
目
に
区
分
し
て
把
握
さ
れ
る
。

　
一
　
経
済
政
策
上
の
目
的
を
も
つ
も
の
（
①
産
業
の
育
成
な
い
し
発
達
、

　
②
未
開
地
の
開
発
お
よ
び
振
興
、
③
民
間
の
独
占
企
業
の
弊
害
の
除
去
、

　
④
経
済
統
制
、
⑤
戦
災
や
恐
慌
の
さ
い
の
産
業
の
振
興
や
維
持
、
⑥
貨

　
幣
金
融
政
策
上
の
目
的
）

　
二
　
社
会
政
策
上
の
目
的
を
も
つ
も
の
（
国
営
・
市
町
村
営
の
社
会
保

　
険
や
食
糧
配
給
公
団
、
公
益
質
屋
な
ど
）

　
三
　
財
政
政
策
上
の
目
的
を
も
つ
も
の
（
煙
草
・
塩
の
専
売
事
業
が
典

　
型
）

　
四
　
一
般
政
策
上
の
目
的
を
も
つ
も
の
（
治
安
国
防
を
含
め
て
国
家
、

　
ま
た
は
公
共
団
体
の
存
続
発
展
を
は
か
る
こ
と
な
ど
一
般
的
な
政
策
か

八
六

　
ら
設
け
ら
れ
た
も
の
i
鉄
道
、
郵
便
、
電
信
、
電
話
、
水
道
、
電
気
、

　
ガ
ス
、
軍
工
廠
な
ど
）

　
五
　
そ
の
他
の
目
的
を
も
つ
も
の
（
沿
革
上
の
理
由
か
ら
公
営
事
業
と

　
な
っ
た
国
有
林
、
鉱
山
な
ど
、
国
・
公
共
団
体
が
必
要
と
す
る
も
の
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

　
自
ら
生
産
す
る
た
め
の
造
幣
局
・
印
刷
局
・
軍
工
廠
な
ど
）
。

　
右
の
区
分
と
異
な
っ
た
区
分
も
も
と
よ
り
可
能
で
あ
ろ
う
。
「
私
企
業

の
救
済
」
そ
の
他
の
目
的
を
つ
げ
加
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
り
必
要
で
あ

ろ
う
。
ま
た
、
た
と
え
ば
目
本
に
お
け
る
鉄
道
国
有
化
（
一
九
〇
六
ー
七

年
）
を
め
ぐ
る
多
面
的
な
論
争
に
よ
っ
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
国
有
化
な

い
し
国
有
企
業
の
新
設
が
、
単
一
の
目
的
で
は
な
く
、
多
様
な
目
的
を
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

つ
場
合
も
少
な
く
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
、
国
有
企
業
の
目
的
が
多

様
で
あ
り
、
単
純
な
一
義
的
断
定
が
危
険
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
、
各
国
、

各
部
門
、
各
国
有
企
業
の
現
実
に
即
し
て
、
国
有
企
業
の
範
囲
と
目
的
を

考
察
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
再
確
認
し
て
お
き
た
い
。
こ
の
こ
と
は
、

「
国
有
企
業
の
私
企
業
化
・
民
営
化
な
い
し
公
私
混
合
企
業
化
」
と
い
う

逆
方
向
の
移
行
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

　
F
・
エ
ン
ゲ
ル
ス
、
V
・
レ
ー
ニ
ン
の
国
有
化
論
、
と
く
に
ピ
ス
マ
ル

ク
的
国
有
化
お
よ
び
私
企
業
救
済
型
国
有
化
を
め
ぐ
る
問
題
点
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
12
）

は
、
他
の
機
会
に
詳
述
し
た
の
で
、
こ
こ
で
は
省
略
す
る
が
、
国
有
化
な

い
し
国
有
企
業
の
新
設
を
実
行
す
る
国
家
の
性
格
が
基
本
問
題
で
あ
る
こ

と
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
。
い
か
な
る
国
家
が
、
い
か
な
る
目
的
に
よ
っ



て
実
行
す
る
か
。
国
有
化
の
国
際
比
較
を
通
じ
て
資
本
主
義
的
国
有
化
、

民
主
的
国
有
化
、
社
会
主
義
的
国
有
化
の
異
同
と
相
互
関
係
を
明
ら
か
に

す
る
た
め
に
も
、
国
家
に
関
す
る
本
格
的
研
究
、
さ
ら
に
、
国
家
資
本
主

義
・
国
家
独
占
資
本
主
義
に
関
す
る
科
学
的
研
究
の
興
隆
に
期
待
す
る
と

こ
ろ
大
で
あ
る
。

N
　
国
有
化
の
対
象
と
方
法
と
の
関
係

　
国
有
化
の
対
象
は
、
ま
ず
私
企
業
と
公
企
業
（
地
方
公
営
企
業
・
公
私

混
合
企
業
を
含
む
）
と
に
大
別
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
資
本
主
義
私
企
業

か
ら
社
会
主
義
国
有
企
業
へ
の
移
行
よ
り
も
、
資
本
主
義
公
企
業
か
ら
社

会
主
義
公
企
業
へ
の
移
行
が
、
ソ
連
邦
の
経
験
で
は
、
「
労
働
者
統
制
」

の
実
践
過
程
を
含
め
て
、
よ
り
容
易
で
あ
っ
た
と
す
る
ヴ
ィ
ノ
グ
ラ
ー
ド

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
お
ロ

フ
の
指
摘
の
重
要
性
が
想
起
さ
れ
る
。
中
国
に
お
け
る
官
僚
資
本
な
い
し

蒋
宋
孔
陳
の
四
大
家
族
に
属
す
る
企
業
の
没
収
・
国
有
化
に
さ
い
し
て
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
（
M
）

類
似
の
側
面
が
存
在
す
る
。

　
次
に
、
国
有
化
の
対
象
は
、
自
国
の
企
業
と
「
外
資
系
企
業
」
と
に
区

分
さ
れ
る
。
「
外
資
系
企
業
」
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
抗
日
戦
争
の
中

国
に
見
ら
れ
た
よ
う
に
、
敵
国
（
目
本
・
ド
イ
ッ
な
ど
）
に
属
す
る
も
の

と
そ
れ
以
外
の
諸
国
に
属
す
る
も
の
と
が
区
別
さ
れ
、
異
な
っ
た
政
策
が

適
用
さ
れ
る
。
「
外
資
系
企
業
」
が
合
弁
企
業
で
あ
る
場
合
に
は
、
中
国

側
の
資
本
家
に
対
す
る
取
り
扱
い
も
漢
好
と
さ
れ
る
か
否
か
で
異
な
っ
て

国
有
化
問
題
の
国
際
比
較

く
る
。
な
お
、
「
外
資
系
企
業
」
に
は
、
公
企
業
・
「
ナ
シ
ョ
ナ
ル
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト
」
・
公
私
混
合
企
業
も
含
ま
れ
、
さ
ら
に
、
複
数
の
国
の
外
国
資

本
に
よ
る
合
弁
企
業
（
コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム
）
も
含
ま
れ
得
る
こ
と
に
留
意

し
た
い
。

　
国
有
化
の
対
象
は
、
レ
ー
ニ
ソ
の
い
う
「
文
化
的
資
本
家
」
と
「
非
文

化
的
資
本
家
」
と
に
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
中
小
零
細
企
業
に
「
文

家
的
資
本
家
」
に
属
す
る
も
の
が
多
く
、
大
企
業
・
独
占
的
大
企
業
の
中

枢
に
は
「
非
文
化
的
資
本
家
」
が
多
い
と
い
う
傾
向
は
、
不
可
避
と
考
え

ら
れ
る
。

　
ソ
連
邦
の
国
有
化
過
程
に
お
い
て
は
、
周
知
の
戦
時
共
産
主
義
の
歴
史

的
諸
条
件
の
も
と
で
、
右
に
述
べ
た
各
種
の
区
別
に
即
し
た
異
な
っ
た
政

策
の
採
用
が
、
重
要
性
を
発
揮
し
得
な
い
ま
ま
、
私
企
業
と
公
企
業
、
大

企
業
と
中
小
企
業
、
「
外
資
系
企
業
」
と
自
国
企
業
の
無
償
没
収
に
よ
る

「
全
面
的
国
有
化
」
政
策
が
実
行
さ
れ
た
。
レ
ー
ニ
ソ
の
構
想
し
た
社
会

主
義
政
権
下
の
国
家
資
本
主
義
企
業
の
活
用
も
、
ネ
ッ
プ
期
に
移
行
す
る

ま
で
は
、
具
体
化
の
条
件
を
も
ち
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
中
国
革
命
に
お
い
て
は
、
①
官
僚
資
本
と
民
族
資
本
と
の
区
別
、
②
漢

好
に
属
す
る
資
本
家
と
そ
の
他
の
資
本
家
と
の
区
別
、
③
「
外
資
系
企
業
」

に
お
け
る
旧
敵
国
と
そ
の
他
の
諸
国
と
の
区
別
な
ど
に
も
と
づ
い
て
、
そ

れ
ぞ
れ
異
な
る
政
策
が
適
用
さ
れ
た
。
き
わ
め
て
大
ま
か
に
い
え
ぽ
、
右

の
①
②
③
の
そ
れ
ぞ
れ
の
う
ち
の
前
者
は
「
非
文
化
的
資
本
家
」
と
し
て
、

八
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国
有
化
問
題
の
国
際
比
較

後
者
は
「
文
化
的
資
本
家
」
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
た
、
と
い
っ
て
も
大
過

は
な
い
で
あ
ろ
う
。
「
非
文
化
的
資
本
家
」
に
当
た
る
も
の
に
対
し
て
は
、

非
平
和
的
な
、
無
償
の
、
短
期
間
に
お
け
る
、
直
接
的
な
国
有
化
が
行
な

わ
れ
た
。
「
文
化
的
資
本
家
」
に
当
た
る
も
の
に
対
し
て
は
、
平
和
的
な
、

有
償
の
、
長
期
に
わ
た
る
、
間
接
的
な
（
国
家
資
本
主
義
形
態
を
経
由
す

る
）
国
有
化
が
実
行
さ
れ
た
。
民
族
資
本
家
に
属
す
る
私
営
商
工
企
業
の

社
会
主
義
的
改
造
の
過
程
は
、
そ
の
典
型
的
事
例
で
あ
っ
た
。

　
国
有
化
の
対
象
の
差
異
は
、
国
有
化
の
方
法
の
差
異
を
も
た
ら
す
。
方

法
の
区
別
は
、
①
平
和
的
か
、
非
平
和
的
か
、
②
有
償
か
、
無
償
か
、
③

長
期
的
・
漸
進
的
か
、
短
期
的
か
、
④
間
接
的
（
国
家
資
本
主
義
あ
る
い

は
協
同
粗
合
な
ど
を
経
由
）
か
、
直
接
的
か
、
な
ど
で
あ
り
、
①
②
③
④

の
各
種
の
組
合
せ
に
よ
っ
て
、
多
様
で
あ
り
得
る
。

　
以
上
の
諸
点
は
、
主
と
し
て
社
会
主
義
的
国
有
化
を
念
頭
に
お
い
て
要

約
し
た
。
ソ
ボ
レ
フ
『
移
行
形
態
論
』
（
石
堂
清
倫
訳
、
合
同
出
版
）
に
お

け
る
国
有
化
の
叙
述
の
不
充
分
な
点
に
触
発
さ
れ
て
、
私
な
り
に
ま
と
め

た
結
果
で
あ
る
。
も
と
よ
り
、
右
の
よ
う
な
諸
問
題
は
、
資
本
主
義
的
国

有
化
の
国
際
比
較
の
さ
い
に
も
、
留
意
す
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
。
敗
戦
前

の
目
本
の
場
合
も
含
め
て
戦
勝
国
に
よ
る
敗
戦
国
の
領
土
・
資
産
の
無
償

没
収
と
国
有
企
業
形
成
と
の
関
係
な
ど
を
め
ぐ
る
歴
史
的
問
題
点
を
も
視

野
に
入
れ
な
が
ら
、
今
後
さ
ら
に
深
く
検
討
し
た
い
。
な
お
、
国
有
化
の

対
象
の
産
業
部
門
別
の
分
布
を
考
え
る
た
め
の
一
つ
の
手
が
か
り
と
し
て
、

第2図　産業部門別の経済制度の分布図
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と
な
り
、
実
線
で
丸
く
囲
ん
だ
外
資
系
企
業
、
独
占
企
業
、
公
企
業
、
中

小
企
業
は
、
国
有
化
の
対
象
と
な
る
。
た
だ
し
、
国
有
化
の
方
法
は
前
述

の
よ
う
に
多
様
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
形
成
後
の
協
同
組
合
も
国
有
化
の

対
象
と
な
る
部
分
を
含
む
こ
と
に
充
分
留
意
し
た
い
。
な
お
、
こ
の
図
は
、

現
在
、
米
国
以
外
の
多
く
の
資
本
主
義
国
に
お
い
て
、
資
本
の
内
部
で
は
、

上
位
の
外
国
資
本
が
最
も
支
配
的
・
優
越
的
地
位
に
あ
り
、
次
い
で
、
自

国
の
独
占
的
大
企
業
、
公
企
業
の
順
に
優
位
に
あ
り
、
中
小
企
業
が
相
対

的
に
従
属
的
・
被
支
配
的
地
位
に
お
か
れ
て
い
る
場
合
が
多
い
こ
と
を
示

す
こ
と
に
主
眼
が
あ
る
。
各
国
ご
と
に
、
部
門
間
、
部
門
内
で
そ
れ
ぞ
れ

の
量
的
比
率
に
は
差
異
が
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
、
量
的
に
は
、
各
国
ご
と

に
よ
り
精
密
な
形
で
作
成
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
国
有
化
の
対

象
と
協
同
組
合
化
の
対
象
と
の
相
互
関
係
を
検
討
す
る
た
め
の
手
が
か
り

と
い
う
程
度
に
お
い
て
、
略
記
し
た
も
の
で
あ
る
。

V
　
公
企
業
と
「
多
国
籍
企
業
」
と
国
有
化
の
諸
関
係

　
ま
ず
、
国
内
で
活
動
し
て
い
た
国
有
企
業
・
公
私
混
合
企
業
な
ど
が
、

「
多
国
籍
公
企
業
」
化
す
る
側
面
が
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
の
B
P
、
フ
ラ
ソ

ス
の
国
有
企
業
ル
ノ
ー
や
、
イ
タ
リ
ア
の
E
N
I
そ
の
他
多
く
の
事
例
が

あ
ゐ
。
社
会
主
義
国
有
企
業
の
場
合
も
、
単
独
で
、
あ
る
い
は
第
三
国
ま

た
憶
受
入
国
の
資
本
主
義
企
業
と
提
携
し
て
、
「
多
国
籍
公
企
業
」
化
す
る
。

　
つ
ぎ
に
、
私
企
業
が
「
多
国
籍
私
企
業
」
化
し
た
後
に
、
本
国
政
府
の

国
有
化
問
題
の
国
際
比
較

出
資
を
受
入
れ
て
「
ナ
シ
・
ナ
ル
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
化
す
る
場
合
な
ど

に
は
、
「
多
国
籍
公
私
混
合
企
業
」
の
形
成
が
見
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
ミ

ッ
テ
ラ
ン
政
権
下
の
フ
ラ
ン
ス
の
場
合
の
よ
う
に
、
既
存
の
「
多
国
籍
私

企
業
」
の
本
社
・
親
会
社
が
、
本
国
政
府
に
よ
っ
て
国
有
化
さ
れ
る
と
き

に
は
、
在
外
子
会
社
を
含
め
て
「
多
国
籍
公
企
業
」
が
成
立
す
る
。
以
上

は
、
本
国
政
府
と
の
関
係
か
ら
見
た
整
理
の
試
み
で
あ
る
。

　
さ
て
、
つ
ぎ
は
「
多
国
籍
私
企
業
」
・
「
多
国
籍
公
企
業
」
の
分
肢
と
し

て
の
「
外
資
系
企
業
」
が
、
受
入
国
政
府
に
よ
っ
て
国
有
化
さ
れ
る
場
合

の
問
題
点
で
あ
る
。
一
国
内
部
で
は
、
資
本
主
義
私
企
業
か
ら
社
会
主
義

国
有
企
業
へ
の
移
行
よ
り
も
、
公
企
業
か
ら
社
会
主
義
国
有
企
業
へ
の
移

行
の
方
が
、
よ
り
容
易
で
あ
り
得
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
述
べ

た
。
し
か
し
、
他
国
の
政
府
が
所
有
主
体
と
な
っ
て
い
る
「
外
資
系
企

業
」
を
受
入
国
政
府
が
国
有
化
す
る
さ
い
に
、
同
様
の
関
係
が
あ
る
と
は

い
い
難
く
、
む
し
ろ
、
私
企
業
が
主
体
と
な
っ
て
い
る
「
外
資
系
企
業
」

の
国
有
化
よ
り
も
、
よ
り
困
難
と
な
る
可
能
性
が
多
い
で
あ
ろ
う
。
た
と

え
ば
、
フ
ラ
ン
ス
に
本
拠
を
も
つ
「
多
国
籍
私
企
業
」
の
フ
ラ
ン
ス
政
府

に
よ
る
国
有
化
に
よ
っ
て
、
受
入
国
に
存
在
し
て
い
た
「
外
資
系
企
業
」

が
フ
ラ
ン
ス
の
国
有
企
業
の
分
肢
と
な
る
こ
と
に
対
し
て
、
受
入
国
政
府

が
反
発
す
る
よ
う
な
さ
い
に
は
、
右
の
よ
う
な
可
能
性
も
、
考
慮
に
加
え

ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
「
多
国
籍
私
企
業
」
が
、
受
入
国
政
府
に
ょ
る
そ
の
分
肢
の
国
有
化
に

八
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国
有
化
問
題
の
国
際
比
較

対
し
て
、
ど
の
よ
う
な
対
応
策
を
め
ぐ
ら
し
て
い
る
か
。
少
な
く
と
も
十

二
項
目
の
戦
略
な
い
し
戦
術
が
存
在
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
す
で
に
考
察

（
1
5
）

し
た
。
こ
こ
で
は
、
「
多
国
籍
公
企
業
」
の
場
合
に
お
け
る
、
い
わ
ゆ
る

「
カ
ン
ト
リ
ー
・
リ
ス
ク
」
対
策
に
つ
い
て
、
検
討
す
べ
き
点
が
残
さ
れ

て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
る
。

　
「
多
国
籍
企
業
」
の
国
有
化
の
定
義
が
困
難
で
あ
る
こ
と
、
「
し
の
び

よ
る
収
用
」
（
R
8
且
凝
霧
箕
o
冥
§
δ
昌
）
が
重
要
性
を
増
大
し
つ
つ
あ

る
こ
と
、
な
ど
は
国
際
法
の
研
究
者
に
よ
っ
て
、
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い

（
1
6
）る

。
こ
の
「
し
の
び
ょ
る
収
用
」
と
同
質
の
問
題
は
、
一
国
内
部
で
、
政

府
が
私
企
業
に
対
す
る
介
入
・
規
制
を
強
化
す
る
場
合
に
も
発
生
す
る
。

し
た
が
っ
て
、
①
政
府
の
国
有
企
業
に
対
す
る
規
制
の
問
題
、
②
政
府
の

私
企
業
に
対
す
る
規
制
の
問
題
、
③
政
府
の
公
企
業
を
通
じ
て
の
私
企
業

に
対
す
る
規
制
の
問
題
お
よ
び
①
②
③
の
相
互
関
係
な
ど
に
関
し
て
、
私

企
業
の
実
質
上
の
国
有
化
と
な
り
得
る
可
能
性
に
つ
い
て
さ
ら
に
検
討
を

　
　
（
1
7
）

深
め
た
い
が
、
紙
数
の
関
係
上
、
他
の
機
会
に
ゆ
ず
る
。

　
現
在
の
日
本
に
お
け
る
第
二
次
臨
調
型
「
行
政
改
革
」
に
お
け
る
公
企

業
民
営
化
の
問
題
点
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
た
び
た
び
検
討
し
た
と
お
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
は
省
略
す
る
。

丁注
）

各
国
の
国
有
化
問
題
と
公
企
業
の
国
際
比
較
に
よ
る
研
究
を
深

九
〇

化
す
る
た
め
に
、
私
は
、
多
く
の
研
究
者
と
協
力
し
て
、
次
の
六

冊
を
公
け
に
し
て
き
た
。
（
）
内
は
執
筆
担
当
者
名
で
あ
る
。

①
儀
我
壮
一
郎
・
林
昭
『
現
代
の
企
業
形
態
』
世
界
書
院
、
一

　
九
六
六
年
。
本
書
で
は
、
日
本
（
儀
我
）
、
西
ド
イ
ッ
（
林
）
、

　
中
国
（
儀
我
）
、
東
ド
イ
ッ
（
林
）
に
お
け
る
国
有
化
問
題
と
公

　
企
業
の
形
成
過
程
な
ら
び
に
現
状
の
考
察
に
重
点
が
お
か
れ
て

　
い
る
。

②
　
儀
我
編
『
現
代
企
業
論
』
汐
文
社
、
　
一
九
七
三
年
。
本
書
で

　
は
、
フ
ラ
ン
ス
（
玉
村
博
巳
）
と
ソ
連
（
岡
田
尚
三
）
に
お
け

　
る
私
企
業
の
国
有
化
過
程
と
国
有
企
業
管
理
の
諸
問
題
が
検
討

　
さ
れ
て
い
る
。

③
儀
我
編
『
企
業
形
態
』
法
学
書
院
、
一
九
七
六
年
。
本
書
で

　
は
、
　
日
本
（
佐
々
木
佳
代
）
、
　
フ
ラ
ン
ス
（
藤
本
光
夫
・
玉
村

　
博
巳
）
、
イ
ン
ド
（
立
山
杣
彦
）
、
　
ソ
連
（
岡
田
尚
三
）
、
東
ド

　
イ
ッ
（
前
川
恭
一
・
吉
田
敬
一
）
の
五
力
国
の
公
企
業
の
歴
史

　
と
現
状
が
考
察
さ
れ
て
い
る
。

④
儀
我
編
『
現
代
企
業
と
国
有
化
問
題
』
世
界
書
院
、
一
九
七

　
八
年
。
こ
こ
で
は
、
日
本
（
儀
我
・
桜
井
徹
）
、
フ
ラ
ン
ス
（
藤

　
本
光
夫
・
玉
村
博
巳
）
、
イ
ギ
リ
ス
（
儀
我
・
浜
川
一
憲
）
、
イ

　
ソ
ド
（
立
山
杣
彦
）
、
米
国
（
上
田
慧
）
、
中
国
（
西
村
幸
次

　
郎
）
の
六
力
国
に
お
け
る
国
有
化
問
題
と
公
企
業
の
最
新
の
動



　
向
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。

⑤
　
儀
我
編
『
経
営
経
済
学
の
基
本
問
題
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、

　
一
九
七
九
年
。
　
こ
こ
で
は
、
　
イ
ギ
リ
ス
（
浜
川
一
憲
）
、
ブ
ラ

　
ソ
ス
・
イ
ギ
リ
ス
・
、
イ
タ
リ
ア
（
藤
本
光
夫
・
玉
村
博
巳
）
、

　
ソ
連
（
岡
田
尚
三
）
、
東
ド
イ
ッ
（
林
昭
）
、
中
国
（
荒
木
武

　
司
）
の
六
力
国
に
つ
い
て
、
公
企
業
の
形
成
過
程
と
管
理
制
度

　
の
特
質
が
考
察
さ
れ
て
い
る
。

⑥
儀
我
編
『
公
企
業
の
国
際
比
較
』
青
木
書
店
、
一
九
八
二
年
。

　
本
書
で
は
、
イ
ギ
リ
ス
（
儀
我
・
浜
川
一
憲
）
、
フ
ラ
ソ
ス
（
藤

　
本
光
夫
・
安
部
誠
治
）
、
イ
タ
リ
ア
（
儀
我
・
松
田
博
）
、
日
本

　
（
玉
村
博
巳
・
桜
井
徹
）
、
イ
ン
ド
（
立
山
杣
彦
）
、
ソ
連
（
岡

　
田
尚
三
）
、
中
国
（
西
村
幸
次
郎
・
荒
木
武
司
）
　
の
七
力
国
の

　
公
企
業
の
特
質
と
最
新
の
局
面
が
分
析
さ
れ
て
い
る
。

　
　
な
お
、
資
本
主
義
公
企
業
の
国
際
比
較
に
つ
い
て
、
次
の
諸

　
労
作
が
と
く
に
注
目
さ
れ
る
こ
と
を
付
記
し
て
お
き
た
い
。

　
①
　
李
得
龍
『
世
界
の
公
企
業
経
営
』
運
輸
調
査
局
、
　
一
九
七

　
　
四
年
。

　
②
　
山
谷
修
作
『
比
較
公
企
業
論
』
高
文
堂
出
版
社
、
　
一
九
七

　
　
八
年
。

　
③
　
玉
村
博
巳
『
現
代
の
公
企
業
と
国
有
化
』
昭
和
堂
、
　
一
九

　
　
八
二
年
。

　
国
有
化
問
題
の
国
際
比
較

（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）

（
6
）

（
7
）

（（98））
　
レ
ー
ニ
ン
『
帝
国
主
義
論
ノ
ー
ト
』
、
　
レ
ー
ニ
ン
全
集
、
大
月

書
店
版
、
第
三
九
巻
、
六
八
七
頁
、
参
照
。
な
お
、
最
近
の
A
・

G
・
フ
ラ
ソ
ク
、
サ
ミ
ー
ル
・
ア
ミ
ン
、
ハ
ム
ザ
・
ア
ラ
ヴ
ィ
ー
、

ア
ル
ギ
リ
・
エ
マ
ヌ
エ
ル
そ
の
他
の
所
説
に
つ
い
て
は
、
儀
我
壮

一
郎
『
多
国
籍
企
業
ー
そ
の
規
制
と
国
有
化
』
青
木
書
店
、
　
一
九

八
一
年
、
七
四
！
七
五
頁
な
ど
を
参
照
さ
れ
た
い
。

　
儀
我
壮
一
郎
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
企
業
集
中
の
問
題
」
池
内

信
行
編
『
現
代
経
営
経
済
学
の
展
望
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
　
一
九

六
二
年
、
参
照
。

　
『
ス
タ
ー
リ
ソ
全
集
』
大
月
書
店
版
、
第
一
巻
に
お
け
る
ス
タ

ー
リ
γ
自
身
の
序
文
参
照
。
な
お
、
山
田
盛
太
郎
編
『
変
革
期
の

地
代
範
疇
』
岩
波
書
店
、
　
一
九
五
六
年
所
収
の
、
上
原
信
博
、
宇

高
基
輔
両
氏
の
論
文
を
も
参
照
さ
れ
た
い
。

　
梅
川
勉
「
土
地
国
有
」
『
大
月
経
済
学
辞
典
』
大
月
書
店
、
　
一

九
七
九
年
、
七
二
四
ー
五
頁
。

　
儀
我
壮
一
郎
『
中
国
の
社
会
主
義
企
業
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、

一
九
六
五
年
、
参
照
。

　
儀
我
壮
一
郎
編
『
企
業
形
態
』
法
学
書
院
、
一
九
七
六
年
、
第

五
章
、
参
照
。

　
儀
我
壮
一
郎
『
中
国
の
社
会
主
義
企
業
』
前
出
、
参
照
。

　
儀
我
壮
一
郎
・
林
昭
『
現
代
の
企
業
形
態
』
世
界
書
院
、
　
一
九

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
一



（
1
0
）

（
1
1
）

（
1
2
）

（
1
3
）

（
1
4
）

　
国
有
化
問
題
の
国
際
比
較

六
六
年
、
二
ニ
ニ
頁
な
ど
参
照
。

　
国
弘
員
人
『
公
企
業
概
説
』
青
山
書
院
、
　
一
九
四
九
年
、
三
七

頁
以
下
に
よ
る
。

　
儀
我
壮
一
郎
編
『
現
代
企
業
と
国
有
化
問
題
』
世
界
書
院
、
　
一

九
七
八
年
、
第
八
章
、
参
照
。

　
儀
我
壮
一
郎
「
転
換
期
に
お
け
る
公
企
業
」
『
経
営
研
究
』
一
八

一
号
（
一
九
八
二
年
九
月
号
）
な
ど
参
照
。

　
ω
・
》
・
ω
麟
＝
o
「
醤
消
畠
℃
旨
①
履
＝
＝
o
民
国
の
　
国
h
o
国
　
℃
a
o
器
8

容
青
℃
g
凶
切
h
愚
8
旨
＝
一
8
9
（
副
島
種
典
監
訳
『
労
働
者
統

制
の
理
論
と
歴
史
』
大
月
書
店
、
一
九
七
四
年
、
三
五
頁
）
。

　
な
お
、
全
般
的
に
儀
我
壮
一
郎
「
資
本
主
義
企
業
の
社
会
主
義

企
業
へ
の
移
行
過
程
の
諸
問
題
」
岡
村
正
人
博
士
古
稀
記
念
『
現

代
経
営
学
と
株
式
会
社
』
有
斐
閣
、
　
｝
九
七
八
年
、
同
「
経
済
的

民
主
主
義
と
社
会
主
義
」
『
社
会
主
義
経
営
学
会
会
報
』
四
号
、
一

九
七
九
年
四
月
を
、
ま
た
労
働
者
統
制
に
つ
い
て
は
、
岡
田
尚
三

「
労
働
者
統
制
と
工
業
国
有
化
」
儀
我
壮
一
郎
編
『
現
代
企
業
論
』

汐
文
社
、
　
一
九
七
四
年
、
金
鍾
碩
「
ソ
ビ
エ
ト
の
歴
史
的
経
験
」

角
谷
登
志
雄
・
牟
礼
早
苗
編
『
企
業
経
営
と
民
主
的
変
革
』
講
座

・
経
営
経
済
学
、
第
九
巻
、
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
　
一
九
八
二
年
な

ど
を
参
照
さ
れ
た
い
。

　
儀
我
壮
一
郎
『
中
国
の
社
会
主
義
企
業
』
前
出
、
西
村
幸
次
郎

（15
）

（
1
6
）

（
1
7
）

（
1
8
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
二

氏
の
中
国
に
お
け
る
国
有
化
に
関
す
る
諸
論
文
（
『
比
較
法
学
』

そ
の
他
に
発
表
）
な
ど
を
参
照
さ
れ
た
い
。

　
儀
我
壮
一
郎
『
多
国
籍
企
業
ー
そ
の
規
制
と
国
有
化
』
前
出
、

二
〇
七
頁
以
下
参
照
。

　
桜
井
雅
夫
『
国
際
経
済
法
研
究
ー
海
外
投
資
を
中
心
と
レ
て
』

東
洋
経
済
新
報
社
、
　
一
九
七
七
年
、
九
七
ー
九
八
頁
。

　
企
業
に
対
す
る
①
労
働
者
統
制
、
②
人
民
的
統
制
、
③
政
府
・

自
治
体
に
よ
る
民
主
的
規
制
の
三
者
の
不
可
分
の
関
係
を
前
提
と

し
て
、
こ
の
問
題
を
考
察
し
た
い
（
儀
我
『
多
国
籍
企
業
ー
そ
の

規
制
と
国
有
化
』
前
出
、
第
六
章
参
照
）
。

　
儀
我
壮
一
郎
「
公
企
業
改
革
の
国
際
比
較
」
『
公
営
評
論
』
一
九

八
二
年
五
月
号
、
同
「
公
企
業
改
革
の
基
本
問
題
」
『
経
済
』
、
一
九

八
二
年
五
月
号
、
同
「
転
換
期
に
お
け
る
公
企
業
」
『
経
営
研
究
』

一
八
一
号
（
一
九
八
二
年
九
月
）
、
同
「
『
行
政
改
革
』
の
本
質
と

国
鉄
問
題
」
『
労
働
法
律
旬
報
』
一
九
八
二
年
一
〇
月
上
旬
＋
下

旬
号
、
同
「
臨
調
・
『
行
革
』
と
医
療
問
題
の
新
局
面
」
東
京
保

険
医
協
会
『
診
療
研
究
』
一
二
三
号
（
一
九
八
二
年
一
〇
月
）
、

同
「
日
本
電
信
電
話
公
社
『
改
革
』
の
諸
問
題
」
『
専
修
大
学
経

営
研
究
所
報
』
五
四
号
（
一
九
八
三
年
九
月
）
な
ど
参
照
。


